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　一般住宅に有料で旅行者等を泊める「民泊」の営業ルールを定
めた住宅宿泊事業法が６月から施行され、都道府県知事等に届け
出た家主は、年間180日（泊）を上限に民泊営業が可能となります。
なお、一般的に個人が民泊により得た所得は、単なる不動産賃貸
とは異なり、不動産所得ではなく雑所得となります。

民泊新法の施行

6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
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国　税／ 5月分源泉所得税の納付 
 6月11日

国　税／ 所得税の予定納税額の通知 
 6月15日

国　税／ 4月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 7月2日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 
 7月2日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合） 7月2日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役
場に提出） 7月2日

紫陽花と葵



６月号─2

　

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
表
記
）
に
、
改
正

労
働
者
派
遣
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
一
事
業
所
に
お
け
る
派
遣
可
能

期
間
の
上
限
を
三
年
と
す
る
こ
と
や

届
出
制
の
派
遣
事
業（
改
正
前
の「
特

定
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
相
当
す
る

も
の
）
を
施
行
日
以
降
三
年
間
に
限

り
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
過
措

置
等
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
三
年
を

経
過
す
る
本
年
九
月
三
十
日
以
降
の

対
応
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

一
　
派
遣
受
入
れ
期
間
の
制
限

　

施
行
日
以
降
に
締
結
・
更
新
さ
れ

た
労
働
者
派
遣
契
約
に
は
、「
事
業

所
単
位
」
と
「
個
人
単
位
」
の
二
つ

の
期
間
制
限
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
次
の
労
働
者
や
業
務
は
期

間
制
限
の
対
象
外
（
三
年
を
超
え
て

派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
派
遣
元
で
無
期
雇
用
さ
れ
て
い
る

派
遣
労
働
者

・
六
十
歳
以
上
の
派
遣
労
働
者

・
終
期
が
明
確
な
有
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
業
務

・
日
数
限
定
業
務
（
一
か
月
の
勤
務

日
数
が
通
常
の
労
働
者
の
半
分
以

下
か
つ
十
日
以
下
で
あ
る
も
の
）

・
産
前
産
後
休
業
、
育
児
休
業
、
介

護
休
業
等
を
取
得
す
る
労
働
者
の

業
務
（
法
定
休
業
期
間
の
み
）

㈠
　
事
業
所
単
位
の
期
間
制
限

　

派
遣
先
は
、
原
則
と
し
て
、
同
一

の
事
業
所
に
お
い
て
派
遣
可
能
期
間

（
三
年
）
を
超
え
て
派
遣
労
働
者
を

受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
派
遣
先
の
事
業
所
の
過

半
数
労
働
組
合
（
過
半
数
労
働
組
合

が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
派
遣
先
事

業
所
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
。
以

下
「
過
半
数
労
働
組
合
等
」
と
表
記
）

か
ら
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
三
年
を

限
度
と
し
て
派
遣
可
能
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
再
延
長
す
る
と
き
は
、
改
め
て
意

見
聴
取
の
手
続
き
が
必
要
で
す
）。

　

意
見
聴
取
は
、
次
の
方
法
に
よ
り

行
い
ま
す
。

①　

期
限

　

派
遣
可
能
期
間
が
終
了
す
る
「
一

か
月
前
」
ま
で
に
、
事
業
所
の
過
半

数
労
働
組
合
等
か
ら
意
見
を
聴
き
ま

す
。

②　

通
知

　

意
見
聴
取
を
す
る
に
あ
た
り
、
過

半
数
労
働
組
合
等
に
対
し
て
書
面
に

よ
る
通
知
を
行
い
ま
す
。

　

通
知
の
内
容
は
「
派
遣
可
能
期
間

を
延
長
し
よ
う
と
す
る
事
業
所
」
及

び
「
延
長
し
よ
う
と
す
る
期
間
」
で

す
。

　

あ
わ
せ
て
、
そ
の
事
業
所
ご
と
の

業
務
に
つ
い
て
、
派
遣
受
入
れ
の
開

始
時
か
ら
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
派

遣
労
働
者
の
数
や
派
遣
先
の
無
期
雇

用
労
働
者
の
数
の
推
移
な
ど
、
意
見

を
述
べ
る
に
あ
た
り
参
考
と
な
る
資

料
を
提
供
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

③　

意
見
へ
の
対
応

　

過
半
数
労
働
組
合
等
か
ら
異
議
の

意
見
が
述
べ
ら
れ
た
場
合
、
派
遣
先

は
、
延
長
前
の
派
遣
可
能
期
間
が
経

過
す
る
前
に
、
派
遣
可
能
期
間
の
延

長
の
理
由
と
延
長
の
期
間
、
当
該
異

議
へ
の
対
応
方
針
を
説
明
し
ま
す
。

　

対
応
方
針
等
を
説
明
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
意
見
を
勘
案
し
て
派
遣
労

働
者
の
受
入
れ
に
つ
い
て
再
検
討
を

加
え
る
こ
と
等
に
よ
り
、
過
半
数
労

働
組
合
等
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

意
見
を
聴
い
た
後
は
、
次
の
事
項

を
書
面
に
記
載
し
、
延
長
し
よ
う
と

す
る
派
遣
可
能
期
間
の
終
了
後
三
年

間
保
存
す
る
と
と
も
に
、
事
業
所
の

労
働
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

・
意
見
を
聴
い
た
過
半
数
労
働
組
合

の
名
称
ま
た
は
過
半
数
代
表
者
の

氏
名

・
過
半
数
労
働
組
合
等
に
書
面
通
知

し
た
日
及
び
通
知
し
た
事
項

・
意
見
を
聴
い
た
日
及
び
意
見
の
内

容
・
意
見
を
聴
い
て
、
延
長
す
る
期
間

を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

し
た
期
間

㈡
　
個
人
単
位
の
期
間
制
限

　

同
一
の
派
遣
労
働
者
を
、
派
遣
先

の
事
業
所
に
お
け
る
同
一
の
組
織
単

位
（
※
）
に
対
し
派
遣
で
き
る
期
間

は
、
三
年
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

※
組
織
単
位

　

い
わ
ゆ
る
「
課
」
や
「
グ
ル
ー
プ
」

な
ど
が
該
当
し
、
業
務
と
し
て
の
類

似
性
、
関
連
性
が
あ
る
も
の
や
、
組

織
の
長
が
業
務
配
分
、
労
務
管
理
上

の
指
揮
監
督
権
限
を
有
す
る
も
の
を

い
い
ま
す
。

　

組
織
単
位
を
変
え
る
こ
と
（
例
え

ば
、
他
の
課
へ
の
異
動
）
に
よ
り
、
引

き
続
き
同
一
の
派
遣
労
働
者
を
（
三

派
遣
元
・
派
遣
先
の

法
改
正
対
応
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年
を
限
度
と
し
て
）
派
遣
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
㈠
に
お
い
て
触
れ

た
「
事
業
所
単
位
」
の
派
遣
可
能
期

間
の
延
長
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

二
　
届
出
制
の
廃
止

　

施
行
日
前
は
、
労
働
者
派
遣
事
業

の
区
分
は
届
出
制
（
特
定
労
働
者
派

遣
）
と
許
可
制
（
一
般
労
働
者
派
遣
）

の
二
種
類
が
あ
り
ま
し
た
が
、
改
正

に
よ
り
、
新
た
な
許
可
基
準
に
基
づ

く「
許
可
制
の
み
」と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
施
行
日
に
届
出
制
の
派

遣
事
業
を
営
ん
で
い
た
事
業
主
は
、

平
成
三
十
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
、

許
可
を
得
る
こ
と
な
く
引
き
続
き
労

働
者
派
遣
事
業
を
営
む
こ
と
を
可
能

と
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
経
過
措
置
が
認
め
ら
れ
る
期

間
は
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
、
平
成
三

十
年
九
月
三
十
日
以
降
も
継
続
し
て

労
働
者
派
遣
事
業
を
営
む
に
は
、
新

た
に
許
可
申
請
を
し
、
許
可
を
得
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

㈠
　
許
可
基
準

　

許
可
基
準
の
一
部
を
ご
案
内
し
ま

す
。
届
出
制
の
と
き
は
求
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
も
の
の
た
め
、
注
意
を

要
し
ま
す
。

・
基
準
資
産
額
二
千
万
円
以
上
（
※

経
過
措
置
あ
り
）

・
事
業
所
面
積
お
お
む
ね
二
十
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上

・
派
遣
元
責
任
者
の
選
任
（
講
習
受

講
や
雇
用
管
理
経
験
が
必
要
）

・
職
務
代
行
者
の
選
任

・
申
請
手
数
料
（
十
二
万
円
。
二
事

業
所
以
上
の
場
合
は
、
一
事
業
所

に
つ
き
五
万
五
千
円
加
算
）

・
登
録
免
許
税
九
万
円

※　

一
つ
の
事
業
所
の
み
を
有
し
、

派
遣
労
働
者
数
が
十
人
以
下
の
場

合
は
、
当
分
の
間
、
基
準
資
産
額

を
一
千
万
円
と
す
る
経
過
措
置
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
派
遣
労
働
者
数
五
人
以
下

の
事
業
所
を
対
象
と
し
た
「
基
準
資

産
額
五
百
万
円
」
の
暫
定
措
置
は
施

行
日
以
降
三
年
間
の
措
置
と
さ
れ
、

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
以
降
は
、

原
則
通
り
二
千
万
円
（
ま
た
は
労
働

者
数
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
に
よ
り

一
千
万
円
）
の
基
準
を
満
た
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。

㈡
　
許
可
申
請
手
続
き

　

申
請
を
し
た
後
、許
可
さ
れ
る（
派

遣
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
）
ま
で
に
は
、
お
お
む
ね
二
、

三
か
月
を
要
し
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
三
十
年
九
月
の
経
過

措
置
終
了
に
向
け
て
窓
口
が
混
雑
し
、

通
常
以
上
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
以
降
も

継
続
し
て
労
働
者
派
遣
事
業
を
営
む

場
合
は
、
早
め
に
許
可
申
請
に
必
要

な
書
類
を
揃
え
、
派
遣
元
責
任
者
講

習
を
受
講
す
る
な
ど
の
準
備
を
進
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

許
可
申
請
の
手
続
き
や
相
談
の
窓

口
は
、
都
道
府
県
労
働
局
で
す
。

三
　
派
遣
労
働
者
受
入
れ
時
の�

注
意
点

㈠
　
無
許
可
派
遣
の
受
入
れ
禁
止

　

施
行
日
前
か
ら
届
出
制
（
特
定
労

働
者
派
遣
）
の
事
業
を
行
っ
て
い
た

派
遣
元
で
、
平
成
三
十
年
九
月
三
十

日
以
降
、許
可
を
受
け
て
い
な
い（
※
）

事
業
主
か
ら
、
派
遣
労
働
者
を
継
続

し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

派
遣
先
も
注
意
を
要
し
ま
す
。

※　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
九
日
ま

で
に
許
可
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
申
請
に
つ
い
て
許
可
・
不
許

可
の
処
分
が
あ
る
日
ま
で
の
間
は
、

引
き
続
き
改
正
前
の
特
定
労
働
者

派
遣
に
相
当
す
る
事
業
か
ら
派
遣

労
働
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

派
遣
元
事
業
主
の
許
可
取
得
状
況

は
、
厚
生
労
働
省
に
よ
り
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
設
け
ら
れ
た
「
人
材
サ

ー
ビ
ス
総
合
サ
イ
ト
」
で
確
認
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

派
遣
許
可
を
取
得
、
ま
た
は
許
可

申
請
を
し
て
い
な
い
場
合
、
派
遣
契

約
を
継
続
で
き
ま
せ
ん
。
派
遣
先
は
、

現
在
受
け
入
れ
て
い
る
派
遣
労
働
者

を
直
接
雇
用
す
る
、
新
た
な
派
遣
元

か
ら
派
遣
労
働
者
を
確
保
す
る
等
の

対
応
を
す
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。

㈡
　
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度

　

派
遣
先
が
違
法
な
労
働
者
派
遣
を

受
け
入
れ
た
場
合
、
そ
の
時
点
で
、

派
遣
先
が
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
、

そ
の
派
遣
労
働
者
の
派
遣
元
に
お
け

る
労
働
条
件
と
同
一
の
労
働
条
件
を

内
容
と
す
る
労
働
契
約
の
申
込
み
を

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
派
遣

先
が
違
法
派
遣
に
該
当
す
る
こ
と
を

知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら
な
か
っ
た
こ

と
に
過
失
が
な
か
っ
た
と
き
を
除
き

ま
す
）。

　

今
回
取
り
上
げ
た
「
派
遣
期
間
制

限
の
違
反
」、「
無
許
可
事
業
主
か
ら

の
派
遣
受
入
れ
」
も
違
法
派
遣
に
該

当
し
、
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制

度
の
対
象
と
な
る
た
め
注
意
を
要
し

ま
す
。



６月号─4

　厚生年金保険と健康保険の標準報酬月額
は被保険者の報酬額に基づき算定されます
が、通貨以外のもの（現物給与）で支払わ
れる場合には、厚生労働大臣がその価額を
定めることとされています。
　この現物給与の価額が、平成30年４月
から改定されました。
①　現物給与とは
　住宅の貸与、食事等で支給するものを現
物給与といい、それを通貨に換算したうえ
で金銭と合算し、標準報酬月額を求めます。
　食事は、「１か月」「１日」「朝食」「昼食」「夜
食」と細かく定められ、住居については畳
１畳あたりの額が定められています。　
　今回は「食事」の現物給与価額として都
道府県ごとに定められている金額が変更と
なりました。
②　固定的賃金の変動
　現物給与価額の改定は、固定的賃金の変

動に該当します。
　固定的賃金の変動に伴って標準報酬月額
の等級に２等級以上の差が生じるときは
「被保険者報酬月額変更届」を提出するこ
ととされていますので、社会保険の手続き
を担当される方は注意を要します。
③　勤務地と住居の都道府県が異なるとき
　勤務地と住居のある都道府県が異なると
きは、勤務地のある都道府県で定められた
価額を用います。
　なお、本社と支店等が合わせて１つの適
用事業所になっている場合、支店等に勤務
する被保険者の現物給与は、支店等が所在
する都道府県の価額を適用します。
④　派遣労働者
　派遣労働者の場合は、実際に勤務する場
所（派遣先）ではなく、派遣元の事業所が
ある都道府県の価額により計算します。
　制度の問い合わせ窓口は年金事務所で
す。日本年金機構のホームページにも改定
された価額の案内が掲載されています。

現物給与の価額改定

　70歳以上の高額療養費の自己負担額は、
平成29年８月および平成30年８月の２段
階に分けて引き上げることとされています。
　平成30年８月診察分からは、現役並み所
得区分（標準報酬月額28万円以上）を細分
化（同83万円以上、同53万円～ 79万円、
同28万円～ 50万円）し、外来および世帯
ごとの負担上限額がそれぞれの区分に応じ
たものに引き上げられます。
　例えば、同83万円以上の場合、従来は
「80,100円＋医療費から267,000円を控除
した額の１％」とされていましたが、８月以
降は、「252,600円＋医療費から842,000
円を控除した額の１％」が１月あたりの自
己負担上限額とされます。
　また、一般の所得区分（同26万円以下）
の方については、外来診療時の１月あたり
の負担上限額が1.4万円から1.8万円に引
き上げられます（年間上限額14.4万円は変
更されません）。

70歳以上の高額療養費改正
（健康保険）
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